
令和２年１０月２６日

福島県大峠・日中総合管理事務所

国道１２１号大峠トンネル

施設更新工事に伴う通行規制の解除について

山形・福島県境に位置する国道１２１号大峠トンネル喜多方側坑口において、施設更新

工事のために片側交互通行と特殊車両通行止（幅３．０ｍ・高さ３．８ｍを超える車両）

の規制を行ってきましたが、令和２年１０月３０日１７時をもって規制を解除いたします。

【事務担当：福島県大峠・日中総合管理事務所（大峠道路管理所）電話0241-36-2805】



位 置 図

規制解除（片側交互通行・特殊車両規制）

国道１２１号 喜多方市熱塩加納町熱塩地内 大峠トンネル


